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１．これまでの経緯 

 技術者教育委員会では，第２期委員会（平成 13, 14年
度 委員長：日下部治，東京工業大学）までに，地盤技

術者のための継続教育問題について中長期的な視点から

検討し，技術者教育の考え方を，１）技術者としての初

期の能力開発（IPD: Initial Professional Development），２）
職業人としての能力認定評価を得るための能力開発

（QPD: Qualifying Professional Development），それに３）
資格取得後の継続的な知識取得・能力開発（CPD： 
Continuing Professional Development）の３つの技術者教育
課程に分けて，そのあり方について提言を行っている．

理念の提示だけでは継続教育の成果を期待することはで

きない．技術者個人が自主自律的学習をいかに具体的に

実践していくかが重要である．その中で学会は継続的に

学習を行う技術者を支援する立場に立って，関連する仕

組みを整備したり情報を提供したり，必要に応じて活動

費用を援助することなどに力を注がねばならない．第 2
期委員会の成果報告書「知識社会における地盤技術者の

生涯教育と学会の役割」には，IPD, QPD, CPDの教育過
程ごとに，７つの試案プログラムが示されている．平成

15年 6月からの第 3期（委員長：飯塚敦，神戸大学）委
員会（表-1.1）では，第 2期で提言を行った試案プログ
ラムの実施を継続的検討課題として取り上げる一方

（WG1），国際的な技術者の育成および貢献（WG2），地
盤環境工学分野の人材育成（WG3）を立ち上げ，学会と
して行うべき活動の検討を行っている．このようなテー

マを議論していく過程で，当然，地盤工学会そのものの

あり方にも議論が及ぶ．多くの学協会が混在する中，地

盤工学会における技術者教育の意義を深めるには，学会

そのものが，俯瞰的で積極的な学際化と果敢にして具体

的な国際化に向かって舵をきってゆかねばならないとの

考えに至っている． 
 

表-1.1 第 3期委員会構成 
会　務 氏　名 所　属
委員長 飯塚　敦 神戸大学
委　員 勝見　武 京都大学
委　員 木村 嘉富 国土交通省
委　員 日下部　治 東京工業大学
委　員 小峯 秀雄 茨城大学
委　員 滝口 志郎 応用地質
委　員 中井 正一 千葉大学
委　員 野津 光夫 不動建設
委　員 藤井 利侑 西松建設
委　員 宮崎 芳樹 オリエンタルコンサルタンツ
委　員 宮田 喜壽 防衛大学校

委員兼
幹　事 本多　眞 清水建設

 
 

２．第 2期委員会提言の試案プログラムの実施（WG1） 

 第 2期委員会の成果報告書の中で提案されている７つ
の試案プログラムは以下の通りである． 
試案１）マルチメディア教育コンテンツの充実 
試案２）インターンシップの斡旋・情報支援 
試案３）産・官からの要望を取り込んだ卒業研究実施

の支援 
試案４）国際的互換性ある技術者の育成 
試案５）技術士試験準備講座の開催 
試案６）多分野（異業種）との技術交流の支援 
試案７）支部における市民と協働的な NPO活動 
これらのいくつかに対しては実際に実施・運営を行う専

門委員会への働きかけ，あるいは新規委員会の立ち上げ

を促している．その１つとして，試案２），３）および６）

を当面のタスクとして，学会を仲立ちとした産官学の連

携を，具体的かつより一層，促進するための企画立案，

実施を業務とする新規委員会「産官学連携推進委員会（委

員長：建山和由，立命館大学）」を会員・支部部会に設置

した．技術者教育に関しては，会員・支部部会を中心に，

平成 16年度より，継続教育システム委員会，技術者教育
委員会，そして産官学連携推進委員会の 3つ委員会によ
る体制が整った．技術者教育委員会が，技術者教育に果

たすべき学会の役割について，中長期的な戦略・展望を

検討し，継続教育システム委員会が，技術者認証に関連

している継続教育のシステム化とその内容の整備を担当

する．そして，産官学連携支援委員会が，産官学にまた

がって実地教育などの教育サービスの提供・支援を通し

て，社会ニーズ・社会動向を把握しながら，地盤工学の

社会的役割を啓蒙する．この３つの委員会が互いに連携

をとりながら，地盤工学における専門性の認知とそれに

携わる技術者の尊厳を社会に示し，地盤工学会の社会貢

献に寄与しながら，学会の存在意義を深めていきたいと

考えている． 
 
2.1 産官学連携推進委員会の当面のタスク 

平成 15 年 3 月の理事会に提出・承認された技術者教
育委員会の報告書「知識社会における地盤技術者の生涯

教育と学会の役割」で示された 7つの試案プログラムに
ついて，平成 15 年度の技術者教育委員会の継続的検討
の結果を受けて，プログラムの具体化を目的とし，当面，

以下の 3点を柱とした産官学連携支援システムの構築を
任務とする． 
（１）インターンシップの斡旋・情報支援 

インターンシップを産官学連携によって行われる人材

育成の一つの形態と位置付けることができる．インター

ンシップは，学生や若手技術者による公共性・公益性，



社会的責任の理解，国際性や倫理性の涵養に役立つと考

えられる．また，他分野と相互交流，異種業種間移動の

自由化を促すための他分野の技術者に対する実地経験の

場にもなると考えられる． 

（２） 産・官からの要望を取り込んだ卒業研究実施の支

援 

具体的提案は、産業界・官界あるいは地域からの卒業

研究テーマの公募である．社会ニーズを汲み上げ，それ

を卒業研究として解決するプロセスを体験することによ

り，学生の問題解決能力を訓練し，技術者としての職業

的達成感を実感させるとともに，社会貢献の必要性を実

体験させる．あわせて技術者教育に関する産官学連携を

促進させる．学会はその情報交換の場を提供し，コーデ

ィネータ役を担うというものである． 

（３）他分野（異業種）との技術交流の支援 

 地盤技術者が継続的に社会的認知を得るためには，視

野を広め，社会のニーズに敏感に対応できることが求め

られる．そのためには日常的に他分野との接点を持ち，

自己アピールをするとともに他分野における技術発展の

現状や課題にも通じていることが望まれる．他分野技術

者との交流を進めるために，以下のような事項について

具体化を検討する． 

(1) 学会 HP に異分野技術者への（技術相談，司法支
援，資格取得など）のコーナー設置 

(2) 学会誌への掲載を通じてJGS会員の他学協会への
交流の申し込み  

(3) 研究発表会などに異分野交流の成果発表のセッ
ション・異分野交流コーナーの設置  

(4) 異分野技術者の地盤工学技術の修得支援システ
ムの確立  

(5) 学協会間の技術者交流支援システムの確立（包括
的学会への働きかけ） 

 
第 2期の委員会の提言と重複する部分が多いが，第 3期
委員会に新規に参加された委員の中から，以下のような

意見もあった．産官学連携に対する期待は大きい． 
「大学学部教育および高等専門学校教育段階での産学連

携における人材育成のもっとも効果的なものは，インタ

ーンシップとアルバイトであろう．インターンシップは

各教育機関でも定着しつつあり，受け入れ企業の理解が

深まりつつある現在，今後も期待される人材育成プログ

ラムとなるであろう．アルバイトとは，先のインターン

シップが組織としての産と学が連携したプログラムであ

るのに対し，学生個人と組織としての産との連携プログ

ラムと考えることができ，煩雑な事務手続きが簡略化で

きる． 
 茨城大学の学生が，2 年次の春休みにさる建設会社の
技術研究所でアルバイトを行い，ここで得られた研究成

果を2003年9月の土木学会年次学術講演会で発表を行っ
たという事例がある．この事例は，本人の勉学・学問に

インセンティブを与えるのみならず，他の学生にもイン

センティブを与えた． 

 産学連携における人材育成に学会が果たすべき役割と

して，学生会員と法人会員・企業との出会いの場を提供

することが考えられる．学会誌「土と基礎」などで，学

生向けの企業アルバイトの紹介やインターンシップ募集

の案内を掲載するなどにより，上記プログラムの定着を

促進し，人材育成に役立てたいと考えられる． 
 大学院および高専専攻科における人材育成では，大学

―企業間の共同研究をはじめとする産学連携研究を通じ
たプログラムが主力である．上記のインターンシップや

アルバイトが，初期の段階（18～20才）における学問へ
のインセンティブを与えることが目的であるのに対し，

この段階では，研究・技術開発を通じることにより，専

門技術者への育成を促すことが主目的である．本プログ

ラムにおいて学会に期待されることは，企業と会員・学

生会員との共同研究の打合せや報告会に会議室の利用を

許可することなどが考えられる． 
 産業界でのニーズと学界におけるシーズのマッチング

を促進するための情報制御も学会に期待したい．特に，

地盤環境工学分野のプロジェクトでは，地盤工学を専門

とする会員・学生会員と衛生工学，生物工学，土壌学な

どを専門とする技術者・研究者およびこれらの分野の専

門家を主体とする企業組織との出会いが必要不可欠であ

る．環境関連の学会との共催シンポジウムを積極的に企

画・実行することにより，地盤環境分野の専門技術者の

人材育成を促進すると共に，学問分野ごとのセクショナ

リズムを低減させることができると考えられる．また，

地盤環境分野の重要課題に ISOがあるが，これについて
は，法制度を扱う産側として，国交省本省や地方自治体

の技術者に活躍いただける委員会やプロジェクトを学会

内に設立し，JGS基準，JIS規格，引いては，ISO規格へ
とつなげられるようなビジョンを持って推進するべきで

あると考える． 
最後に，企業における若年技術者段階での人材育成が

ある．この段階での産学連携の人材育成の主たるプログ

ラムは，社会人ドクターコースや学会主催の各種講習会

である．後者については，様々な講習会が学会によって

企画されているので，引き続き，積極的に企画するべき

であろう．前者の社会人ドクターコースについては，も

ちろん各大学が独自に広報すべきところであろうが，全

国紙などが各大学入試を案内しているように，広告代金

を取ることを前提に，「土と基礎」の広告に社会人ドクタ

ーコースの広報特集を組むなどをしてはどうであろうか．  
産学連携については，地盤工学会にそれを支援する委員

会が設立された（委員長：建山和由氏）．全タームの委員

会報告書ならびに本委員会の検討結果が，その委員会で

取り上げられ，大きな実を結ぶことになればと思う」 
 
2.2 その他のプログラム試案 
マルチメディア教育コンテンツの充実（試案１）につ

いては，既設のマルチメディア委員会に協力・実施を打

診しており，また，技術士試験準備講座の開催（試案５）

については，既に関東地区会員に関する委員会（アフタ



ー５懇談会）において技術士試験準備講座を計画（平成

16年 4月）しており，各支部への展開も視野に入れて活
動している．技術者教育委員会から，それぞれに委員を

派遣しており，協力体制の構築と維持に努めている． 
国際的互換性ある技術者の育成（試案４）および支部

における市民と協働的な NPO活動（試案７）については，
中長期的な課題として第 3期委員会において継続検討し，
具体的な活動戦略の立案を目指している． 
 
３．国際的視野を有する技術者の人材育成（WG2） 

 近年，国内の公共事業削減に伴い海外の建設市場が再

度注目され，地盤技術者が活躍を求められる場所はます

ます広がりをみせている．地盤工学会技術者教育委員会

WG2では，国際的な技術者の育成および貢献について検
討を行っている． 
 WGの課題としては以下の 2点が挙げられる． 
・ 国際的に互換性のある若手エンジニアの育成につい

て検討する．特に若い技術者が経験を積む段階（最初

の７～８年）において，学会として支援可能な方法に

ついて検討する． 
・ 地盤工学技術者のさらなる国際的貢献への可能性を

検討し，地盤工学会として可能な仕組み作りについて

検討する． 
 
3.1 QPD に関する具体的活動案 

 QPD は技術士二次試験の受験資格との整合で定義す
ることができるが，技術士が APECエンジニア相互承認
プロジェクトに基づき登録することにより，10エコノミ
ー（日本，豪州，カナダ，香港，韓国，マレーシア，ニ

ユージーランド，インドネシア，フィリピン，米国）で

の業務実施が可能であることをふまえると，QPDに国際
的視点の養成が必要である． 
・ 香港での状況（香港地盤工学会）説明入れる． 
・ 休憩時間ごとに CPDポイントの印鑑もらう． 
・ 大勢の若手エンジニア参加．自身のキャリア（給料に

直結．人材が流動する社会システム．）として CPDポ
イントが重要視されている． 
従来，地盤工学における国際交流は主に国際会議が大

きな役割をなし，大学や研究機関の交流が中心であっ

たが，このような背景とわが国技術者がこれから果た

すべき国際的責務を考えるとき，QPDにおける国際的
視点が重要であることは明らかであろう． 

 わが国ではこれまで国際的業務は一部の技術者の世界

のことと考えられてきたが，今後，地盤技術者が果たす

責務を考えれば積極的に国際的に通用する技術者を育成

する必要がある．地盤技術者が国際的流動性を持つため

に欠かせない要件を以下に整理する． 
 第 1に「確実なコミュニケーション力」である．それ
は実質的な共通語である英語であることもあれば，各国

の公用語であることもある．APEC エンジニアの活躍す
るエコノミーでの共通したルールは確立されていないが

会話力，リテラシーが重要である．第 2に「各国におけ

る法律，慣習，倫理，歴史などの日常的順応力」である．

それは技術だけではなく国際人として互いに敬意を持ち，

活動するためには欠かせない資質である．第 3に「各国
における地盤の特性，自然の特性，実績や施工技術等技

術的蓄積に関する十分な知識」であり，それは地盤技術

者としての基本的知識である．第 4に「各国における設
計基準やその背景，現状の評価と動向に関する知識」で

あり，それは国際的に活躍する地盤技術者にとって必須

の知識である． 
 
3.2 国際的互換性ある技術者の育成 

 上述の内，第 1と第 2については，地盤工学会が必ず
しも主導するべきものではないので，第 3と第 4に関し
て以下に育成策を提言する． 
（１）わが国と APEC 諸国の地盤工学会との QPD 教育

プログラム相互認証制度を確立する． 
（２）わが国と APEC諸国の設計や施工に関する実務的

問題解決シンポジウムを定期的に開催し理論や手

法の整合を図る． 
（３）地盤工学会が中心となり APEC諸国における学会

が協力して，基準のデータベース，技術情報など

相互に利用できるシステムを作りわが国地盤技術

者の国際化を支援する． 
 

3.3 国際交流の必要性 

 ここでは，技術者の国際化を進める上でのニーズ，問

題点の洗い出しと，解決策の提言を考えてみたい．以下

には考えられる国際交流の内容を示す． 
（１）技術者同士の交流（3.4で詳細を記す） 
（２）留学生，研究生との交流 
・受入側の能力ＵＰ 
・帰国後の人的ﾈｯﾄﾜｰｸ整備 
・日本の技術の理解者であり発信者 
（３）学会などで有する海外向け情報の発信（HP等を活

用） 
・地盤工学会保有の英文基準案（試験法など）・出版物・

委員会報告などの抽出・入手・評価 
・各種基準の公開状況をＨＰに掲載する．（港湾基準の英

語版はアジアで使われている） 
ここで表-3.1は，国際交流に関する必要性・ニーズを

整理したものである．さらに，これを受けて，各関係者

ごとの国際交流に関する能力，問題意識，期待すること，

解決策について整理してみたのが表-3.2である． 
 
3.4 実務レベル交流の模索 

 以下の視点から技術者間の国際交流を進める上での仕

組み作りを模索してみたい． 
（１） 技術者フォーラム開催に向けて，具体性を持

つ提言 
（２） 国際会議開催時に同時開催 
（３） 技術者交流に関する公的助成金制度の活用 

  現在では，欧州における地盤に関する種々の基準作成，



ISO コード化や設計の性能規定化の動きなど，地盤技術
者の世界でもグローバリゼーションが進んできている．

今後，海外から国内に参入するコンサルタントなどとの

業務，あるいは海外に進出しての業務も増加するであろ

う．また，東南アジア各国での社会資本整備が進み，地

盤の特定の問題（軟弱地盤対策など）についての国際的

な関心も高まっている． 

  しかしながら，大学の研究者はともかくとして，大半
の一般技術者にとって，海外の技術者との個々の国際交

流や情報交換の場は，国際会議などを除けば，ほとんど

ないのが現状である．また，海外の技術基準（BS: British 
Standardや AASHTOなど）と，国内設計基準との相違（例

えば土圧式は国内では全応力，海外では有効応力を使用）

も問題視されてきている． 
 そこで，例えば各国の学会同士の（もしくは学会を仲

介とする）国際交流の場（技術者フォーラム）を提供で

きれば，エンジニアも比較的気軽に参加できるのではな

いかと考えられる．以下に具体案を示す． 
目的：一般会員のための国際交流・情報交換の場の提

供 
・我が国地盤技術者の国際的な活動を促す． 
・海外の地盤技術者との交流により，技術者の国際的  

開放・意識改革を目指す． 
・海外技術基準の習得 
形式：シンポジウムもしくはセミナー形式 
・最新技術開発・プロジェクトに関する情報交換会 

a)各国基準・地盤特性・工法等の勉強会 
b)ISO，CEN関係の海外規格情報の提供 
1) 定期的なものがよい． 
2) テーマを絞ってもよい．例えば，地盤改良の品質検
査方法に関するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど． 

3) 英国，米国やシンガポール，タイの大学や政府，コ
ンサルタントのエンジニアに定期的な講演を御願い

するなり，彼らを講師に招聘して定例的講習会（設

計法，契約，アセスメントなどをテーマに）を開催

してはどうか． 
4) 設計・施工事例の紹介 
日本側はアクアライン，関空，羽田の紹介など 

  大深度掘削やシールド，地盤改良の紹介も可能 
  工法の PR会にはしない．ODA工事報告でもよい． 
日時・場所：国際会議開催時に同時開催（ポイントを

絞って，日本以外の国に出かけることも考える．各国に

２～３人のカウンターパートを考える）．またそれ以外は

各国で持ち回り．航空運賃が安くなっている．ホテルは

安いところを紹介しあう． 
参加者：日本，韓国，台湾，中国，タイ，ベトナム，

インドネシア，フィリピン等 APEC諸国． 
上記行事の企画・運営などを準備する組織（準備委員

会，ＷＧ，国内サポートメンバー等）を立ちあげ，具体

的には， 
・各国の地盤工学会へのアプローチ 
・各国キーパーソンの洗い出しと，手紙の送付 
・フェイス toフェイスの打合せ 
・現地在留邦人からの情報および協力依頼 
などを実施に移していかねばならない． 
このような技術交流に関しては，公的な助成金の活用

も検討する必要がある．研究者の国際交流に関する助成

制度の一例を示せば， 
土木学会：http://www.jsce.or.jp/committee/iefund/ 
財団法人土木研究センター： 

http://www.pwrc.or.jp/wnew0401.html#002 
文部科学省の科学技術振興調整費： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/chousei/
（この中で，「我が国の国際的リーダーシップの確保」が

 

表-3.1 国際交流のニーズと学会としてなしうる事柄 
対象 ニーズ 学会としてなしう

る事柄 
国にとっ

て 
国際貢献，海外建設

市場確保，技術力の

向上 

学会独自活動によ

る取り組み 

技術者個

人にとっ

て 

幅広い視野，活躍の

場が広がる．海外技

術の習得による国

内技術（ｵｰﾊﾞｰｽﾍﾟｯｸ

等）の見直し，コス

ト削減． 

意欲のある方への

技術者交流の支援

（技術者ﾌｫｰﾗﾑ開

催．公的助成金への

応募等）．出版物等．

民間企業 海外業務拡大 企業への機会提供 
 

 
表-3.2 国際交流に関する各関係者の問題意識と解決策 

地盤工学会会員 関係者 現 地 技 術

者 ,JICA 専

門家,政府等 
民間技術者 大学研究者

どんな

能力を

有する

か？ 

現地情報，

現地基準に

精通． 
コーディネ

ート能力 

日本の技術，基

準，現場対応，

問題解決に精

通 

基礎理論，

論理的思考

（未知の分

野）．研究者

間ﾈｯﾄﾜｰｸ．

英語． 
問題意

識，ニー

ズ，期待

すると

ころは

何か？ 

問題を解決

できる優れ

た技術，人

材の確保を

期待する． 
日本の技術

力による国

際貢献．た

だし人材不

足気味． 

･海外業務の機

会拡大（国内需

要の先細り）． 
･海外情報，人

的ﾈｯﾄﾜｰｸの不

足．英語力． 
･日本の優位な

地盤解析技術

の海外展開 

留学生への

対処．社会

貢献（大学

評価） 

解決策

及 び  
制度 

専 門 家 派

遣．交流助

成制度． 

技術者間交流．

ｿﾌﾄ普及の組織

作り． 

大学間交流

 



該当）． 
他にも，JICAなどの政府機関との連携（JICAから地盤
工学会へ委託されている研修制度とフォローアップ制度

の活用），上海大学を中心としたグループとの連携，

ISSMGEとの連携，土木学会の環太平洋の連合組織である
ACCECCとの連会などが検討の溯上にあがっている． 
 
４．地盤環境工学分野の人材育成（WG3） 

 地盤技術者が活躍を求められる場所はますます広がり

をみせている．日本学術会議（第 18期）社会環境工学研
究連絡委員会に設けられた地盤環境工学専門委員会（委

員長：寺師昌明）は，地盤環境工学に携わる技術者の育

成システムの確立が急務と指摘している．また同委員会

は，人材育成に関する具体的なプランとして，①ジェネ

ラリスト育成のための学部教育改革，②大学院博士前期

過程における技術者育成コースの設置（研究者育成コー

スと区別），③産官学連携型の継続教育のための学会合同

組織の立ち上げ，を提示している．地盤工学会は，地盤

技術者の継続教育を IPD，QPD，CPDという３つのステ
ージでとらえ，2002年に G－CPDシステムを立ち上げた．
地盤環境工学専門委員会（委員長：寺師昌明）による３

つのプランを上記の３つの教育ステージに照らし合わせ

ると，プラン a：学部教育とプラン b：大学院教育の改革
は IPDと QPDに，プラン c：学際組織の立ち上げは CPD
に対応づけることができる．一方，人材育成の場として，

IPDを担当する「学」，QPDと CPDに取り組む大部分の
技術者が属する「産」，そして両者が協同的に機能する「産

学連携」の３つが挙げられる．本委員会においては，地

盤環境工学専門委員会の報告書の内容をふまえながら，

人材育成の現状と課題，そして学界が果たすべき役割に

ついて検討した．本文においては，３つの教育の場にお

ける人材育成の問題について本WGメンバーの意見を示
すと共に，他学協会との協同的な技術者教育活動につい

てのアクションプランを提案する． 
  
4.1 「学」における人材育成と学会 

 狭義の地盤環境問題に取り組みためには，以下の内容

についての知識と理解が必要になる． 
・地盤環境問題に関する法規制 
・土や地盤のなり立ち，土と水と化学物質の相互作用 
・土壌・地下水汚染の原因と特徴 

・土壌・地下水汚染の調査と対策 
・廃棄物処分に関する地盤工学（廃棄物処分場の立地

建設，跡地利用） 
・廃棄物のリサイクル 
・緑化・植生・生態系や地球環境問題などに関わる地

盤問題 

 これらの知識を習得するにあたり，地盤環境技術者が

高等教育機関で修めておくべきるべき基礎的素養として

以下の 3つが挙げられる． 
(1) 従来の土質力学，地盤工学に依拠した力学の知識，
それに基づく地盤の力学的現象の理解，そして実験

や解析技術． 
(2) 物理化学，化学，生物学などの基礎知識，それに基
づく汚染物質・環境物質の地盤中の挙動など地盤環

境問題の現象の理解，そして実験技術の修得． 
(3) 衛生工学，環境工学，水文学，分析化学，毒性学，
生態学，法学，経営学といった他分野の知識，他分

野の専門家とのコミュニケーション能力． 
 (1)は，これまで地盤工学分野で精力的に営まれ蓄積
されてきた分野である．(2)は，地盤環境問題のメカニズ
ムを理解・活用する上で不可欠の基礎学問である．(1)と
(2)が，技術的問題の両輪の役割を果たす訳だが，これら
だけでは実際にプロジェクトを遂行することは難しく，

(3)のような幅広い知識を有して他分野の専門家と情報
交流ができ，それを活用できる能力をもつことが必要で

ある．例えば，プロジェクトの遂行においては法律の熟

知された運用が必要なのはもちろんのこと，経済・経営

的センスも問われる．最近では，土壌汚染問題への保険

業界の参画などが例として挙げられよう．(1)や(2)につい
ての知識の蓄積継承と，(3)についての情報交流を積極的
に行いうる場として，学会の役割が期待される．特に(3)
については，一技術者が多様な情報のソースやパイプを

もつことには限界があるから，学会の役割は大であろう． 
以上は，地盤環境工学を担う地盤技術者の育成問題であ

るが，地盤技術者以外への教育についても力を入れなけ

ればならない．例えば我が国の政策決定の場では，非技

術者の力が大きい場合が多い．そのような意志決定の担

当者に地盤環境技術の重要性を認知してもらえる取り組

みが必要である．「学」においては，土木や建築，地学の

学生だけに地盤環境技術を教えるのではなく，将来政策

決定や企業マネジメントにリーダーシップを発揮すると

 

表-4.1 勝見委員が担当している講義の例 
 

科目名（開講大学） 対象学生 内容 

環境管理・環境管理技術
（立命館大学） 

理工学部環境システム工学科のほか，文理総合イン
スティテュートに所属する経済学部・経営学部・理
工学部（土木・機械・化学の各学科）の学部生（主
に3回生）を対象とする． 

大気環境工学と地盤環境工学．地盤環境工学で
は，土中の物質挙動，地盤環境汚染の特徴，地盤
環境汚染の調査・対策技術，廃棄物と地盤環境問
題を講述する． 

社会基盤親和技術論 
（京都大学大学院） 

地球環境学舎の大学院生を対象とする．学生は環境
を専攻するが，学部のバックグランドは工農理，法
学，経済，哲学など幅広い． 

英語講義．地盤環境問題ほか，社会基盤整備と地
球環境に関わる問題． 



思われる法学，経済学，経営学といった学部学科の学生

にも，地盤環境技術を知らしめるようなカリキュラムの

仕組みと，教員側の努力が必要である．勝見委員が現在

担当している講義のうち，このように他分野の学生も対

象となっている講義を表-4.1 に示した．「環境管理技術

IV（樋口能士助教授が大気環境工学を担当，勝見委員が
地盤環境工学を担当）」は，理工学部の機械系学科と化学

系学科，ならびに経済学部，経営学部の一部学生が受講

する科目である．また，「社会基盤親和技術論（嘉門雅史

教授と勝見委員が共同担当）」は，修士の大学院生（地球

環境学舎＝研究科）の学生を対象とするが，学生の卒業

学部はバラエティーに富んでおり，工農理の理系学部の

ほか，法学，経済，哲学など文系にもわたる幅広いもの

であり，逆に土質力学を修めた学生は全体の数%程度に
過ぎない．これらの講義科目では，「土」が何であるのか

を全く知らないといって良い程の予備知識ゼロの学生を

相手に，土壌汚染や廃棄物処分を教えることになる．（ま

た，京都大学大学院地球環境学舎に所属する学生は，環

境に関わる他分野：法，政治，経済，文，農，工，理の

教員に習い，他分野の学生と接触する機会をもっており，

このような環境に放り出されるのも一つの大きな教育と

考えられる）．このような講義に活用されうるような，他

分野の人たちを対象としうる，表面上は平易でしかし内

容のあるテキストの刊行も，学会の取り組みとして考え

られよう． 
専門職大学院の設置が広まりつつあるが，例えば土木

工学科卒業生の一部（大多数ではないが）がロースクー

ルに進学し，地盤工学や地盤環境問題について十分に理

解のある法曹家として社会をリードするなど，技術の社 
会への還元の仕組みを変えうる可能性も今後はありうる． 
 
4.2 「産」における人材育成と学会 

4.2.1 建設事業における環境面への質的変化 

 地盤技術者が関わる市場は，これまで建設事業に大き

く依存してきた．近年，公共投資縮減のあおりを受け，

市場が減少する中で，環境問題の顕在化に伴い地盤に関

連する土壌・地下水汚染問題を始めとする各種の新たな

ビジネスが生まれてきた．環境省の資料によると製品や

サービスを含む広い意味でのエコビジネスは，平成 9年
では 24兆 7千億円であったものが平成 22年には 40兆 1
千億円と予想されている．平成 15年「土壌汚染対策法」
の施行に伴い，地盤環境に関するビジネスは着実に増加

しつつある．また，これからの大規模な土木工事で生態

環境に配慮することは必須の条件になりつつある．土木

工事の計画エリアでの希少野生動植物の存在は，事業計

画の見なおしを迫り，河川工事についてもこれまでは洪

水対策のため直線状に河川を作り変えてきたものが，生

態環境を考慮して，再度，蛇行河川に戻す試みも検討さ

れている．こうしたことに伴い，地盤コンサルタントの

企業では防災を含めた環境面への業態のシフトを余儀な

くされている． 
 表-4.2 は，10 年前と昨年における A 地質コンサルタ

ンツの学会での成果発表の一覧である．10年前には地盤
に深く関わる学会が主であったものが，今では極めて多

岐にわたる学会と関係していることが分かる．このこと

 
表-4.2 A社における学会投稿の比較  ○：投稿 

 

発表会の名称 主催者 1993 2003
注）

土木学会年次学術講演
会 土木学会 ○ ○ 

地盤工学研究発表会 地盤工学会 ○ ○ 
農業土木学会大会 農業土木学会  ○ 
日本建築学会講演会 日本建築学会  ○ 
砂防学会研究発表会 砂防学会 ○ ○ 
日本地すべり学会研究
発表会 日本地すべり学会 ○ ○ 

廃棄物学会研究発表会 廃棄物学会  ○ 
地域安全学会研究発表
会 地域安全学会  ○ 

地球惑星科学関連学会
合同大会   ○ ○ 

日本地質学会年会 日本地質学会  ○ 
日本応用地質学会研究
発表会 日本応用地質学会 ○ ○ 

日本第四紀学会大会 日本第四紀学会  ○ 
日本火山学会大会 日本火山学会 ○ ○ 
物理探査学会春季学術
講演会 物理探査学会 ○ ○ 

物理探査学会秋季学術
講演会 物理探査学会 ○ ○ 

日本測地学会講演会 日本測地学会 ○ ○ 
日本地震学会秋季大会 日本地震学会 ○ ○ 
日本地下水学会秋季講
演会 日本地下水学会  ○ 

日本水環境学会年会 日本水環境学会  ○ 
日本保健物理学会研究
発表会 日本保健物理学会  ○ 

日本非破壊検査協会秋
季講演大会 

日本非破壊検査協
会  ○ 

日本文化財探査学会大
会 

日本文化財探査学
会 ○ ○ 

資源･素材学会大会 資源･素材学会  ○ 
岩盤力学に関するシン
ポジウム 土木学会  ○ 

トンネル工学研究発表
会 土木学会 ○ ○ 

環境工学フォーラム 土木学会  ○ 
環境地盤工学シンポジ
ウム 地盤工学会  ○ 

日本地震工学シンポジ
ウム 地盤工学会ほか ○ ○ 

会誌「材料」 材料学会  ○ 
植生学会誌 植生学会  ○ 
日本計算工学会講演会 日本計算工学会  ○ 
日本リモートセンシン
グ学会誌 

日本リモートセン
シング学会  ○ 

日本緑化工学会誌 緑化工学会  ○ 
応用生態工学研究会 応用生態工学会  ○ 
日本地熱学会学術講演
会 日本地熱学会 ○  

土質工学シンポジウム 地盤工学会 ○  
地震工学研究発表会 土木学会 ○  
海洋開発シンポジウム 土木学会 ○  
浅層反射法シンポジウ
ム 物理探査学会 ○  

注）2002.10～2003.9分 



は日常の業務が多様化していることの現れであり，既に

過去の業態では経営が成り立たなくなっていることを表

している． 
 
4.2.2 環境分野の技術教育の必要性 

 旧来の業態を新しいものにシフトすることは企業とい

え容易ではない．これまで土木や地質の教育を受けてき

た技術者が環境関連のにわか勉強をするか，環境関連の

学生やその方面の技術者を採用することになる．地盤環

境に関わる業務としては，土壌・地下水汚染問題のよう

な化学の専門知識を必要とするものや，建設事業に伴う

生態環境への影響に関するものなどがある．汚染問題な

どは従来駆使してきた地形・地質・地下水・地盤工学な

どの基礎知識以外に分析化学・物理化学・生化学などの

化学や関連する法律など幅広い知識が要求される．この

分野はクライアントからも総合的なコンサルティングを

求められることが多い．また，土木工事を伴う事業計画

において生態環境からの視点が欠かせないものとなり，

この面での専門知識が必要となる．ここに生物学の専門

家が必要とされる．生物学の専門家は，生物の同定はも

ちろん，それぞれの生物の生息環境に詳しい．産卵のた

めの環境や日常の生息の場がどのような水質・土質に適

しているかに関する知識を有している．しかしながら，

そのような環境の場がどのようなところに存在するのか

地質学的な関連性や，河川に人工的な手を加えるとどう

変化するのかについて理解することが困難である．この

点で地質学・土木工学の専門知識が必要となる．現実に

このような計画には各専門家の参画が必要となる．もち

ろん，技術者一人一人に幅広い知識を有していることが

望ましい．関連する学問全体にわたる知識を有すること

で的確な計画を立案できるであろう．しかし，多くの場

合，各分野の専門技術者の協働作業となり，今後は，生

態学と土木工学などとの融合を図る必要がある． 
 
4.2.3 企業における環境分野の技術者教育 

 各企業では，環境問題に対応できる技術者の育成に重

点をおいている．こうした面での企業の人材確保の方法

として日本学術会議の報告では，①現在の人材の再教育，

②専門分野の新規採用，③人材のスカウト，の３つを挙

げている．②および③は採用に関するものであるので，

ここでは①の再教育を考えてみる．もっとも②，③の場

合でも採用された本人はある特定分野の知識のみを有し

ていることが多いため，改めて再教育が必要となること

に注意が必要である． 
 企業で行っている教育のスタイルとして，以下の項目

が挙げられる． 
・OJTによる指導 ・小規模なグループでの勉強会 
・業務上の連絡会 ・.集合研修 
・巡回方式の研修 ・専門部署での勤務 
・派遣，出向 
「OJTによる指導」は，どの企業でも日常一般的に行わ
れているものである．指導する側，される側それぞれが

良く目的を理解して計画的に行う必要がある．忙しさの

あまり無計画に流されやすいことが多く，技術者として

の育成に大きな差が出る結果となる．「小規模なグループ

での勉強会」は簡便であり，基礎的な知識を得るために

良く行われている．「業務上の連絡会議」は，ある意味で

集合研修のスタイルを取っているが，営業上企業が必要

とするときに緊急に開かれることが多い．主に全国の事

業所の中核となる技術者が集合し，その結果を事業所に

広めるもので効率的な手法である．新たな業務を全国展

開するときに用いられることもある．「集合研修」はオー

ソドックスな方法であるが，費用がかかる欠点がある．

経営環境が厳しくなるに従い実施されなくなる傾向があ

る．「巡回方式の研修」は，集合研修の費用を少なくする

ために特定の人が全国の事業所を巡回して各事業所で研

修を行うもので必要に応じて実施されている．「専門部署

での勤務」は OJTの一種である．実際，環境部門を扱う
技術者が少なければ，一つの部署で全国の業務を遂行す

ることになる．地方の事業所にその技術を広げるために

は，地方の技術者が一定期間専門部署に勤務することに

より技術を習得して全国に水平展開することになる．企

業内にそのような部署が存在しなければ，他企業に「派

遣，出向」することにより同様の効果を得ることになる． 
 以上述べたような人材の再教育は，当然本人の専門外

の内容を教育することになるが，こうした教育を研修の

ようなことをしてもあまり効果が得られない．短期の教

育ではほとんど身につかないといっても良い．それに加

え，教育の必要性は今まで以上に感じていたとしても，

建設関連企業の現在置かれている経営環境から教育にか

ける費用の捻出が難しい状況にある．実際には，それぞ

れの専門家が集まって業務を遂行していくことが多い．

こうした業務を通して耳学問で長い間には関連する知識

を吸収することが多い．そのような知識の身につけ方に

は問題があるかもしれないが，実務でほぼ使える領域に

は達する．技術者として専門外の知識を吸収して幅を広

げるためには上長の動機付けと本人の自覚が必要である．

自分の専門領域にこだわり，そこから抜け出せない技術

者はいずれ脱落する．先に研修スタイルの教育は効果が

無いとしたが，本人の意識改革のための研修は必要であ

る． 
 
4.2.4 学会が果たすべき役割 

 企業は，経営上必要に迫られて社会のニーズを敏感に

感じ取ってシーズを掘り起こそうとする．その時に大学

との連携は重要な企業戦略となり，同時にこの分野の人

材開発も必要となる．国立大学の独立行政法人化は，こ

れに拍車をかけ，ますます産学協同の傾向が強まる事と

なろう．学会としては，こうした社会の動向を見据えて

必要な分野・テーマの様々な企画をしていくと同時に，

体質そのものを必要に応じて社会のニーズに合ったもの

に移行していく事が望まれる．地盤技術者の学会そのも

のが内容を変えていく事により必然的にその会員の意識

を大きく変える事が期待される． 



 
５．他学協会との協同的な技術者教育活動の必要性 

5.1 工学系学協会の技術者教育 

 技術者教育のひとつのポイントは，技術者が社会の質

的変化に呼応して，自らの専門分野を適宜シフトできる

力を育成する点にある．現在，技術者 240万人を対象に
した技術者教育システムが日本工学会などで議論されて

いる．地盤工学会の G-CPDは，地盤工学技術者のみなら
ず，他分野から地盤の分野に進出してきた技術者や，他

の分野に進出していく地盤技術者の活動を支援するもの

でなければならない． 
 技術者の流動性を確保するには，それぞれの専門分野

の垣根が低いことが望ましい．専門が近い複数の学会で

協同的な技術者教育を展開することは，それを実現する

ためのひとつのきっかけになると考えられる．専門分野

が互いに重複する学会は，人的パワーや資金をお互いの

専門領域が重なる部分に重複して投入すべきではない．

社会からニーズがある学際領域の発展に力を注ぎ，その

分野の技術者の育成をシステマテッィクに行うべきであ

る． 
 異なる学会が講習会や研究発表会を共同で開催するこ

とはこれまでも行われてきた．しかし，もう一歩踏み込

んだ形での提携はあまりに見られなかった．社会に質的

な変化が急速に進むということは，必要になる技術もめ

まぐるしく変わる事を意味する．すなわち，短期間で効

率の良い技術者教育が必要になる．限られた時間と投資

で効率的に人材を育成するためには，複数の学会の合併

や吸収まで視野にいれた協同活動を計画する必要がある． 
 
5.2 アクションプラン 

 表-4.2をみて，狭義の地盤環境工学に関係しそうな学

会をみてみると，応用生態工学会，地盤工学会，植生学

会，日本地下水学会，日本保健物理学会，日本水環境学

会，廃棄物学会，緑化工学会（以上，50音順）が挙げら
れる．地盤環境工学に関与する学協会は NPOも含めると，
さらに多くのものがある．地盤技術者は上に示したよう

な周辺学会やその学問領域についてどれ位の知識を持っ

ているだろうか．おそらく全てを把握している地盤技術

者は非常に少ないと思われる．他の学会の会員諸氏に地

盤工学会のことを尋ねても同じことと推察される．協同

的に人材育成に取り組むためには，お互いの専門分野を

尊重し，学際的な部門を開拓していくという意識を共有

する必要がある． 
 協同作業の立案と企画の段階では，学会の規模や技術

者教育の実績を勘案すると，地盤工学会がイニシアチブ

をとるべきであるといえよう．一連の活動の手始めとし

て，「地盤環境問題に関する学際領域シンポジウム」を企

画し，他学協会の主要なメンバーを招待して，意見を交

換する場を設けると効果的と推察される． 
 
６．おわりに 

 以上，第 3期技術者教育委員会における検討内容（中

間的報告）を披露した．平成 16年度末の活動報告に向け
て，議論の内容を深め，具体的な提言に漕ぎ着けたいと

考えている．会員諸氏の忌憚のないご意見を賜れば幸い

である． 


